
 

議案第６５号 

さいたま市景観審議会条例の制定について 

さいたま市景観審議会条例を次のように定める。 

平成２２年２月９日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市景観審議会条例 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、優れた都市景観の形成及び屋外広告物に関する事項を調

査審議するため、さいたま市景観審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

   さいたま市景観条例（平成２２年さいたま市条例第  号）及びさいたま市屋

外広告物条例（平成１４年さいたま市条例第１０９号）の規定により市長から諮

問された事項 

  前号に掲げるもののほか、都市景観及び屋外広告物に関する事項 

２ 審議会は、前項各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

  学識経験を有する者 

  市議会の議員 

  関係団体又は関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （臨時委員） 

第４条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、３人以内の

臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、審議事項について、その都度必要があると認められる者のうちから

市長が委嘱する。 



 

３ 臨時委員は、当該審議事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（専門部会） 

第７条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会（以下「部会」とい

う。）を置くことができる。 

２ 部会は、審議会により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を

審議会に報告する。 

３ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

４ 審議会は、別に定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とするこ

とができる。 

（関係者の出席等） 

第８条 審議会は、必要があると認めたときは、関係のある者の出席を求め、説明を

受け、若しくは意見を聴き、又は必要な資料を提出させることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、都市局において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が



 

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、さいたま市景観条例による改正前のさいたま

市美しいまちづくり景観条例（平成１３年さいたま市条例第２４２号）第２４条第

１項に規定するさいたま市景観審議会及びさいたま市屋外広告物条例の一部を改正

する条例（平成２２年さいたま市条例第  号）による改正前のさいたま市屋外広

告物条例第３１条第１項に規定するさいたま市屋外広告物審議会に対して諮問され

た事項で、この条例の施行の際答申がなされていないものは、第２条第１項に規定

する事項とみなす。 


